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午前９時３０分開会 

○委員長（西岡 晃君） それでは皆さんおはようございます。只今より、交通・情

報ネットワーク化推進特別委員会を始めたいと思います。始めに副市長さん何かご

ざいましたら。 

○副市長（林 繁美君） いえ、特にありません。 

○委員長（西岡 晃君） 議長さん何か。 

○議長（秋山哲朗君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（西岡 晃君） それでは審査事項がレジュメがお手元にあると思います

が、１番を後に回させていただきまして、２番より始めさせていただきたいと思い

ます。秋芳地域のケーブルの整備状況についてを執行部のほうからご説明を願いた

いと思います。はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） それでは秋芳地域のケーブルテレビの整

備の進捗状況についてでございますけれども、現在地上波の再送信導入につきまし

てまだ各放送事業者との協議が難航しておりましてチャンネルプランの設定ができ

ていない状況でございます。それらも含めましてケーブルテレビの進捗状況につき

まして担当の竹内係長より資料の説明させていただきます。 

○委員長（西岡 晃君） はい、竹内係長。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） それではお手元の資料２、右肩に資料

２と書いてある資料に基づきまして秋芳地区のケーブルテレビ整備進捗状況につい

てご説明いたします。まずこちらの状況につきましては１２月１日時点となりま

す。秋芳地域のケーブルテレビ整備につきましては８月２０日のＩＣＴ交付金の交

付決定を受けまして８月下旬には工事入札をへて施工業者を協和エクシオといたし

まして、９月には正式契約を行い工事に着手したところであります。まず工事を始

める前に秋芳地区の住民に対しまして工事の周知活動を行いました。１０月１日か

ら工事業者施工者が区長宅を訪問いたしまして、工事内容の説明を行いました。ま

た市におきましては１１月１日号の広報紙におきまして秋芳地域ケーブルテレビ整

備事業についての周知をいたしました。続いて、通信ケーブル整備工事の概要につ

いてですが、ケーブルテレビの施工に当たりましては既設の中国電力及びＮＴＴの

電柱に光ファイバーケーブルを敷設するいわゆる共架により大部分を施工すること

としておりまして、中国電力柱及びＮＴＴ柱に共架できないものにつきましては自
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営柱で対応すると言う形としています。１２月１日時点で施工するに当たって必要

な共架の件数２，７８８本の申請に対しまして実際中国電力、ＮＴＴから許可がお

りましたのが２，２８８本であります。残りの５００本につきましては自営柱の対

応になる見通しであります。続いて、行政関係等への工事申請状況です。秋芳地区

の整備に当たりましては嘉万地区と秋芳地区秋芳町の南北にサブセンター、サブヘ

ッドエンドを設置いたしましてそれぞれのエリアの線路がそのサブセンターに集約

されるといった形で施工されるようになります。サブヘッドエンドにつきましては

嘉万地区については嘉万出張所付近の市有地に秋芳地区のサブヘッドエンドにつき

ましては秋芳総合支所敷地内に設置されます。いずれのヘッドエンド装置について

も行政財産使用許可をこちらの市のほうに提出いただきまして、承諾がなされてお

るところです。また嘉万ヘッドエンドにより整備される秋芳町北部エリアについて

の市道、県道、河川横断等の占用許可及び美祢警察署に対する道路使用許可、消防

本部宛に提出する道路工事届等の提出も既に完了しております。続きまして、路線

バス運行管理者への挨拶と周知と言うことで、防長交通、ＪＲ中国バス、サンデン

交通ほか各施設の送迎バス等への運行管理者への工事の概要説明と協力を既に依頼

しております。続きまして、自営柱、共架柱、上空通過承諾等の交渉概要について

ですが、先程自営柱対応が５００本程度必要と言うことを申しましたが、５００本

のうち１５３本につきましては交渉が終了しております。また共架柱地権者への承

諾及び上空通過等の承諾も１５０件完了しているところです。今後の対応について

ですけども現在秋吉台国定公園内の自営柱建柱が必要な箇所がありまして、第１種

地域が９本、第２種地域が８本となっております。こちらについては農林事務所等

の関係機関と建柱に当たっての協議を現在行っている状況です。現状では本格的に

工事に入る前の準備でありますとか申請、届出がほぼ完了いたしまして、１２月中

旬より本格着工するという予定になっております。以上で秋芳地区ケーブルテレビ

整備進捗状況についての説明を終わります。 

○委員長（西岡 晃君） 関連がありますので続いてインターネットの状況について

も説明お願いします。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） それでは引き続きまして、資料は２ペ

ージのほうになります。先に秋芳地区のケーブルテレビのサービス内容についての

ご説明をさせていただいてよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）資料２
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のケーブルテレビのサービス内容についてのご説明を申し上げます。まず、ケーブ

ルテレビの初期費用及び料金についてでありますが、テレビにつきましては、加入

金及び標準工事費共に加入促進期間を定めまして、加入金については３万９，９０

０円、標準工事費については、２万３，１００円ということにつきまして、以前の

当委員会でもご説明したところですが、加入金と標準工事費が併せて６万３，００

０円となるということで、加入者に対する負担が大きいのではということで、市か

らの補助ということを本１２月議会で補助に対する経費を予算計上したところであ

ります。補助額につきましては負担金部分を１件当たり１万２，６００円を市が負

担いたしまして、２万７，３００円とすることとしています。 

 続いて、インターネットですが、加入金及び引き込み標準工事費につきまして

は、テレビに加入されておられれば負担はございません。また、加入促進期間であ

れば宅内の標準工事費も無料となります。ただし、インターネットのみの使用の場

合は加入金３万９，９００円、引き込み標準工事につきましては、１万４，７００

円、いずれも加入促進期間価格でありますけども必要になっております。 

続きまして、サービス内容についてであります。ケーブルテレビのサービスの提

供にあたりましては、地上波の放送の再送信が基本的なサービスとなりますが、地

上波の再送信につきましては、発局側の再送信の同意が必要となっておりまして、

現在、再送信の同意について各放送事業者との協議をしておりますが難航しており

まして、チャンネルプランの設定が未だに出来ていない状況にあります。チャンネ

ルプランの設定ができないとサービス内容が決定いたしませんので、これは開局時

期についても影響をあたえる大きな問題となっております。今後早期の解決を図る

ため関係機関と連携いたしまして、懸案となっている区域外再送信、主に福岡波に

ついてになりますが、各放送事業者と協議を継続していくこととしております。 

最後に秋芳地区の市民に対する対応であります。現状、ケーブルテレビの整備に

ついては、各共聴施設の管理者対象の説明会、または事業者等による区長に対する

工事等の説明、広報紙による整備に関する周知以外に秋芳地区の方々にケーブルテ

レビ整備についてのお知らせをいたしておりません。いずれも具体的な詳しい情報

は提供しておりませんので、秋芳町にお住まいの方々の代表ということで、市と山

口ケーブルビジョンで現状のケーブルテレビ整備の状況やサービス開始に向けての

取組み状況、今後の見通しについて１２月１４日、１５日に区長さんを対象にいた
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しました説明会を秋吉公民館、嘉万公民館でそれぞれ実施する予定としておりま

す。以上で秋芳地区ケーブルテレビサービス内容についての説明を終わります。 

資料３の美祢地区のインターネット整備状況について、続いて、説明させていた

だきます。まず、工事の進捗状況ですが、こちら１２月２日現在で書いてございま

す。こちらの事業につきましても９月より工事に着手いたしまして、主にセンター

施設の器機の設置工事を行ってまいりました。ＭＹＴ設置してあるヘッドエンド装

置及び厚保地区のサブヘッドエンド装置につきましては１１月末までには設置を完

了いたしまして、１２月１日より設定の完了したエリアでの宅内工事を開始いたし

ました。１２月中旬からは本格的に宅内工事の着工を開始いたしまして、開通工事

終了のところからサービスインという形になります。 

続いて、申込受付状況ですが、９月１５日の広報と一緒に配布いたしましたチラ

シなどによる資料請求は１２月２日時点で４０７件となっております。加入申込に

よる申請件数は２８０件であります。宅内工事につきましては、申込先着順の対応

を基本としておりますが、設定の完了したエリア別に行いますので、若干申し込み

順とは前後する場合いがあります。 

続いて、最後に、美祢地区のケーブルインターネットの整備につきましては、工

事については予定通り完了いたしまして、サービス提供が可能となりました。しか

しながら申込の件数が当初想定していたよりは若干少ない状況でございます。現

在、広報、ホームページ、ＭＹＴ等での周知を行っておりますが、ＭＹＴ、美祢市

有線テレビでケーブルインターネットのサービスが開始されていることをご存知で

ない方も多数いらっしゃるようでございます。インターネット事業については、整

備にも運用についても多額の経費が必要となりますので、ある程度の加入者が見込

まれないと健全な事業が展開できないと考えております。今後は一層の加入促進の

ための活動を市としても行っていく必要があると考えております。以上で美祢地区

のインターネット整備状況についてのご説明を終わります。 

○委員長（西岡 晃君） 説明が終わりましたが何かご質問のある方いらっしゃいま

すか。はい、馬屋原委員。 

○委員（馬屋原眞一君） ちょっと質問ですけども１ページの秋吉台の工事の対応に

ついてというところで、私認識不足なんですが、第１種地と第２種地の内容を説明

してもらいたいと思います。それともう１件、３ページのインターネットですよね
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資料調べれはわかると思いますけれども当初の想定目標件数は何件であったかちょ

っと教えていただきたいというふうに思います。以上２件です。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） まず今のご質問で第１種地域と第２種地

域でございますけれども第１種地域につきましてはカルスト台地のてっぺんの部分

というふうに聞いております。それ以外が第２種地域ということを聞いておりま

す。それから想定件数でございますけれども当初美祢エリアで１，３６９件を予定

しておりました。２２年度末でございます。 

○委員長（西岡 晃君） よろしいですか。その他ございませんか。はい、河村議

員。 

○副議長（河村 淳君） １種とか２種とか言ったがあれは１種と２種はどういうも

んかということを言わんにゃわかるまあ。１種とはどういうことのものである、２

種はどうと、自然保護法で決まっちょるんじゃから。 

○委員長（西岡 晃君） はい、兼重部長 

○総合政策部長（兼重 勇君） 只今の１種、２種、３種でございますが、これは国

定公園法の中で秋吉台は１種地、２種地、３種地という３段階に分かれておりま

す。それとは別に文化財保護地域というのがございます。この１種地、先程内藤課

長が言いましたように１種地は秋吉台の台上といいますか、科学博物館辺りがあり

ますが、あの中心になるところが１種地でございまして、それと文化財保護区域、

ほとんど重なっております。それとあとは秋芳洞周辺にも１種地ございます。複雑

に入り組んでおりますのでなかなか口答での説明は難しいですが、先程申しました

ように１種地については特に厳しい規制がございます。もちろん２種、３種につき

ましてもそれぞれ許可や届け出が必要となります。そういったところでこの公園内

についてはいわゆる手続き的な時間がかかるところでございます。 

○副議長（河村 淳君） 大体わかるけど１種の規制いね規制があるのいね皆１種は

どういうこととどういうことをしちゃいけないとか２種はどこまでええとか規制の

中身ちゅうのをいわんにゃわかるまいと１種、２種はどことこと地区を言うたって

意味ない。規制がどうなっちょるか。 

○委員長（西岡 晃君） 今すぐわかりませんですか。あれでしたら後程ペーパーか

なんかで、後程ペーパーでよろしいですか。じゃあそのようにお願いいたします。
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その他、ないようですので私から１点程、今回秋芳地区のケーブルを整備して一番

大きい目標が新市の情報の一元化、一体化と言うことが一番大きい目標であろうか

と言うふうに思いますが、現在のところそこの部分がまだはっきりと見えてきてい

ないと言うことで、きょう山口ケーブルさんにお越しいただいたのはそういった技

術的な面が今後一元化が可能かどうかと言うことと、行政的にその辺の対応どうい

うふうにお考えになってるかということが一番これからの課題になろうかと思いま

すので、その辺わかれば少しお話ししていただければと思いますが。はい、磯部顧

問。 

○山口ケーブルビジョン顧問（磯部 健君） 一元化の件ですけども秋芳地区、美祢

地区のインターネットも含めて一元化、特にテレビ関係ありましたので、これにつ

いては美祢市のほうとまずスタートするに当たっていろいろ協議をし、今日も協議

を続けてるんですが、ちょっとおさらいしてみますと、まずスタートの時点で美祢

地区はＭＹＴがあって、美東地区に山口ケーブルのエリアがあっていうことで秋芳

地区を山口ケーブルのエリアで行くと言う形になったときにまず美祢地区ＭＹＴに

つきましては、農水省の農村振興の交付金で整備をされてると、美東から秋芳につ

いては総務省の情報通信基盤整備の交付金で整備されてると、それによってそれぞ

れで事業主体がいわゆる事業の目的が農村振興ベースにしたものとそれから方や情

報通信基盤をいわゆる都市型という形の中で整備をしてきてるところと事業主体の

考え方、目的この辺が相違がありますが、いずれこれを一元化することによって効

率的、効果的な美祢市の情報通信基盤としてこのテレビ、いわゆる放送と通信の効

果的な形にして行かなければいけない。ここは未だにそのとおりでございますが、

そのやり方なんですけどもまず総省が違うこと、事業主体がそれに伴って違ってる

こと、それからそれに伴って住民の方の受けるサービスに違いが出てくると言うこ

とが結果的にありますのでこれを一元化する方向で一つ一つ問題のハードルをクリ

アしていくと言うことで今日に至っておるんですが、まず何もかも一遍にやるとい

うのが手続き的にも制度的な問題、技術的な問題と言うよりは制度的な問題が大き

いものですから国の省庁含めてまず一つずつこれをクリアしていこうと言うこと

で、目標としては、例えば住民に対してどういう今現在影響が出てくるかという

と、例えばテレビでみますと秋芳地区、美東地区はもうサービスを受けておられま

すけれども基本的な料金は同じなんですけどもそこに２２チャンネル程プラスアル



－8－ 

ファーの多チャンネルが秋芳のほうにはひっついてくると美東と同じになる。それ

で美祢地区のほうはそういうものがないとか。その代わり今度は美祢地区には地域

情報のいわゆる農業情報も含めてサービスがあるが秋芳・美東については多チャン

ネルはあってもそちら側との入りくりが難しいとか制度的なことがあってそれに伴

って多チャンネルについては何故一遍にいかんかというと多チャンネルの場合は絶

えずサプライヤーといいまして東京のほうから映像を提供してくれる事業者がおり

ます。そういう事業者といわゆるシステムの連携を組んでいくときにいわゆるそう

いう多チャンネルを申し込んだり解除したりとか絶えず動く中でどのように見られ

てるかといわゆる形の瑕瑾も含めて絶えずそこを把握しておくシステムがなければ

いけません。ＭＹＴはもともとそういうものをベースというか、そういうものが交

付金のもともと対象になってないとか、そういうこともあって一遍にいかないと、

そしてそういうものはサプライヤーにお金を払っていく場合に山口ケーブルでこれ

を管理しないといけないとかいろんなことが一つ例を申せばあります。そういうよ

うなことでチャンネルそのものもかなり違ってきたりするものですから、そしてそ

の料金を事業主体がそれぞれでやる形になって縦割りになってますのでこういうも

のを例えば今執行部のほうとお話ししてるのは条例の問題とか様々なものがありま

すので約２年後に地デジ、一元化されますのでそこまでに、一遍にできないので一

つ一つどういう検討課題が漏れがないようにあるのか、そしてそれをどのように一

つ一つクリアしていけばいいのかそういうふうなものをトータルでちょっと今から

ようやく工事のほうほぼ見えましたので、次はそういう制度的な問題に発生するい

ろんな検討事項を２年地デジが開始なら開始を目途にするということになればどう

いうふうに逆算というかスケジュールを立てて物事考えればいいのか、そういうこ

とでとにかく一元化するということが当初の市のほうも大事な目標でありました

し、議会のほうでもそうお思いと思われますのでそういう方向で今後の詰めを関係

の方々とさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（西岡 晃君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 先程のお話の中でインターネットの整備状況ということで、

申し込みの受付状況と言うことで申込件数が２８０件、まだ現状よりも少し申し込

みが件数が少ないとありましたけれども今後このインターネットのですねこの申し

込み促進またケーブルテレビの申し込み促進、最終的な目標、設定あったかどうか
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ちょっと私忘れたんですけれどもこの目標をここまでおいちょると、その目標に対

して今後このインターネット、まだ私もこのインターネット申し込みしたいなとは

思ってるんですけれども何て言いますか、なかなかそこまでちょっと至っておりま

せんのでそういう気持ちにさせてくれるようなもうちょっと宣伝かなんか必要じゃ

ないかなと思ってますけれどもこの辺の状況についてどうでしょうか。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 今度の予定では秋芳と美祢地区で初年度

の加入見込みが１，８００と言うことで予定しております。その中で先程申しまし

たように美祢地区が１，３６９と言うことで設定しております。以上です。 

○委員長（西岡 晃君） はい、副市長。 

○副市長（林 繁美君） インターネットの受付状況なんですが、議長もおられます

けど先日ＭＹＴの会議がありましてその中でも委員の方から意見が出ました。何故

かと言いますと今行政のほうがＰＲしてるのが市報、広報ですね、それと説明があ

りましたようにホームページ、ＭＹＴとですね特にインターネットをやる方と言い

ますか若い方なんですいね若い方が市の広報も見られない。そしてＭＹＴも見られ

ないとそういった方たちが一番利用をされるといいますか、しておられる方なんで

す。だから情報がそれ以外何かを考えていただかないと若い方には行き届いてはい

ないのではないかというその時の委員さんの発言がありました。だから市としても

何か若い方に伝わるような、今、岡山委員が言われましたようにわかっておるけど

まだしておられないという方もおられると思います。それと申し込みのほうも私も

加入しようと思って申請書もらったんですが、非常に複雑な記入と言いますか申請

書になっております。だからその辺のところももう少し簡素化的と言いますか、書

きやすいような指導も含めてですねＰＲをしたらと言うことで考えております。以

上です。 

○委員長（西岡 晃君） はい、柴崎委員。 

○委員（柴崎修一郎君） さっきの説明でですね２２チャンネルというのは内容的に

はどういうもんですか。テレビの２２チャンネル。 

○山口ケーブルビジョン顧問（磯部 健君） デジタルの場合で申しましてデジタル

スタンダードというバージョンになるんですけどいわゆる基本チャンネルですね。

その中で基本の中に基本契約の中に県内のいわゆる一般のテレビと区域外の分が入
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ってる部分、これはちょっとチャンネル計画が区域外についてはっきりしてないの

でとしばらく待ってほしいと言うこと申しましたが。あとその他としてサービスチ

ャンネルとして２２チャンネルありましてその中には種別で言いますとまずＢＳ、

ＮＨＫのＢＳとかハイビジョンがありますね、そういうもの。それからキー局の東

京から出てるＴＢＳとか何とかかんとかそういうようなチャンネル、それから一般

娯楽というかファミリー劇場であるとかナショナルジオグラフィックストか動物も

のがありますよね、ああいうものとか、そういうような全体として２２チャンネル

そういうたぐいのものがパンフレットの中にありまして、これは１，５７５円お払

いをいただくときにもう自動的にそれが見れるという形になります。これを１セッ

トで、サービスチャンネルですのでそのプラスアルファーの２２チャンネルで料金

をいただくという形にはいたしておりませんで、基本契約の中全体として設備基本

料と言うことで１，５７５円いただくと言う形の中でそのようなものがピックアッ

プで押していただければ見れるということでございます。 

○委員長（西岡 晃君） はい、柴崎委員。 

○委員（柴崎修一郎君） それでさっきの説明で技術的には大丈夫だけど何て言いま

すか制度的になかなか問題があると言うことで、それでちょっと聞こえなかったん

だけどデジタル化する２０１１年ですかね７月、ここまでにはできると言われたん

ですか。そこが表現がぼそぼそと言われたような自信がないような感じだったもん

でちょっと確認したんだけど。 

○山口ケーブルビジョン顧問（磯部 健君） これは相手があるものですから農水省

であったり、総務省であったり、それから事業主体を一元化していくとき事業主体

が一つが二つあるということになって変則になってますので合併した場合そういう

ことが起きるんですけどもそういうものどこの市も同じですけど、いかに効率化し

ていくかいうなかでそういう料金の問題であるとか、サービスチャンネルの問題で

あるとか、サービスの内容の問題であるとか、そういうものを考えて行くときに特

にＭＹＴの場合は事業主体が市ですから条例で全てが定められておりますのでそう

いうものを一元化していくときどうしていくのかとか、そういう制度的な問題、と

いうもので時間がかかりますが、基本的に議会のほうも含めて基本的な方針がこう

いう形がいいんじゃないかというものが出されていく中で執行部のほうと私らのほ

うでそこのコンセンサスができれば経過期間としてはまあまあの期間でいけるんで
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はないかと言うふうに思いますが、相手がおりますのでそこでちょっと確実にと言

うことが申しがたいところがあると言うことでございます。 

○委員長（西岡 晃君） はい。 

○委員（柴崎修一郎君） ２２チャンネルの内容聞いたら大事なといいますか、お年

寄りが楽しみにしてるもんですから、民主党の政権のマニフェストじゃないけど政

権とったら何もかんもやるやるといったらできなくなったということのないように

一つお願いします。できるだけ早くのほうがいいですから。これだけはお願いしま

す。 

○委員長（西岡 晃君） はい、磯部顧問。 

○山口ケーブルビジョン顧問（磯部 健君） ちょっと補足ですけどもその辺も市の

ほうと実は宇部市も同じように今回整備を進めて一部ありますので、事業主体がど

うこうというのはありませんけどもいずれにしても区域外の問題も含めて政権与党

でも民主党のほうにおかれましても県連のほうにこの前、美祢市のほうとも私ども

一緒に行ってご説明したりとか、もちろん他の党の方にもご理解をいただいたりと

か言うことでやはり政治的な問題もありますから今後またもっとアピールしていく

必要があると言うときには議会のほうのお力添えもいただくということも必要なこ

ともあるかもしれないし、ということで今の民主党政権与党もこの問題については

ご理解をいただけるものと思っております。 

○委員長（西岡 晃君） その他、今言われたみたいに課題がですねかなりあると思

います。その課題が一つずつクリアしていかないとなかなか今難しいというご説明

ですので、３月議会までにどういったクリアしていかないといけない課題があるの

かということの列挙をしていただいて今言われた地デジに全体が変わっていくのを

目途に一元化していくためにはどういった課題をクリアしていかないとい受けない

と言うのがわかるような資料がありましたらそれに沿って議会のほうも動けるとこ

ろ動いていくと、条例も改正しないといけない部分があるんであればそこを手を加

えていくというような形でですね一歩ずつ進んでいかないとなかなか難しいのかな

と今のご説明でわかりますので、できれば３月議会までにその課題を列挙していた

だいて、提出していただければというふうに思いますので、執行部のほうよろしい

ですか。（発言する者あり）その他ございませんか。はい、馬屋原委員。 

○委員（馬屋原眞一君） 参考までにですね先程映像配信カウンターですいねサプラ
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イヤーに対する美祢の場合はＭＹＴについてはそういうシステムというか、ものは

当初設定されてないというかもともとそういうものはないと言うことであれば当然

それを導入するようになると思うんですけども参考までにどのくらいの金額になる

んですか。 

○委員長（西岡 晃君） はい、磯部顧問。 

○山口ケーブルビジョン顧問（磯部 健君） これまず母数が大きいか小さいかで料

金が何倍も違いますので今一元化の方向の中で、これもいわゆる山口ケーブルがこ

の美祢地区についても一元化の方向性の中で多チャンネルが、制度的な問題をクリ

アしていく中でサプライヤーも当然それをご理解いただける形になるんでそうする

と約山口ケーブル県内約半分のシェアになってますのでそれだけのシェアの中でそ

の他基本チャンネル以外たくさんのチャンネルの分がありますので、いろんなもの

を見たいという方が安くできるためにはＭＹＴとか秋芳・美東地区とか美祢市だけ

でやるというと非常に割高になりますので、それは全体の中でそのＭＹＴの分も一

緒にしてサービスと料金も設定してるという形で一元化の方向の中で解決していく

というのがベストと理解してもらいます。 

○委員長（西岡 晃君） その他よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西岡 晃君） それでは暫時１０時２０分まで休憩して、そのあと公共交

通に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

午前１０時０９分休憩 

 

午前１０時２３分再開 

○委員長（西岡 晃君） それでは休憩前に引き続き委員会を開きたいと思います。

先ほど山口ケーブルビジョンのほうからＭＹＴまた山口ケーブルビジョンの一体

化、今後どのような課題があるかということを３月議会までにはまとめて提出して

ほしいということでお願いをしておりますが、執行部としてですね、この一体化、

情報の一元化をどのように進めていこうというお考えがあるのかということと、今

後どのような対応が議会としても必要なのかということが今現時点で答えられる範

囲で結構ですのでそのあたりを報告願いたいというふうに思います。はい、兼重部

長。 
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○総合政策部長（兼重 勇君） いわゆるこの情報の一元化につきましては新市にお

ける大きい課題の１つというふうに考えております。それで秋芳地域に今年度ケー

ブルテレビの整備をするのもいわゆる市内の情報の一元化という目的の１つでござ

います。今年度末には秋芳地域にケーブルテレビが整備をされる予定でございま

す。今後は今度はＭＹＴそれから秋芳地域、美東地域を一元化することが目標とな

ろうかと思います。先ほど山口ケーブルのほうからも説明がありましたけども、実

はそれぞれありますケーブルの生い立ちも違うし、補助を受けている省庁の違いも

あるということでクリアしなきゃならない問題がいろいろございますが、早急にそ

れらの問題点を掘り起こしながらできるだけ早い時期に一元化ができるように努力

をして参りたいと思います。以上でございます。 

○委員長（西岡 晃君） この件について何かご意見は。よろしいですか。それでは

引き続きまして交通のほうに参りたいと思います。１０月からミニバスの実証運行

が開始されております。それに伴いましてその実証運行の状況の説明を、また経過

ですね、の実績について報告願いたいというふうに思います。はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） それではミニバスの実証運行が１０月か

ら始まりまして約２ヶ月ちょっと経過しております。これまでの経過及び実績につ

きまして資料としてまとめておりますので、これにつきまして担当の斉藤主査より

説明させていただきます。 

○委員長（西岡 晃君） はい、斉藤主査。 

○総合政策部地域情報課主査（斉藤正憲君） それでは経過報告を兼ねてご説明をさ

せていただきます。今年の１０月２日の金曜日からミニバスの運行の実証を始めて

おります。１０月の実績につきましては延べ人数１４６人、１１月の実績といたし

まして延べ人数１５６人、合計３０２人となっております。それに対しての登録者

数が１３５世帯２８８名という形になっております。詳細につきましては今お手元

のほうにお配りしております資料１、ミニバス実証運行の状況、１０月・１１月分

というところで説明させていただきます。最初のグラフなんですが、運行曜日別の

利用者数で左側のほうが曜日別輸送人数のグラフになっております。１０月につき

ましては金曜日が一番多い状況でございましたが、その下になりますが１１月にな

りますと月曜日、水曜日、金曜日ほぼ平準化の傾向になっております。一番下がそ

の１０月と１１月を合計した数値となっております。続きまして右側のグラフは曜
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日別一便当たりの輸送人数となっております。一便当たりでやはり１０月は金曜日

が３．６人と一番多くなっております。その後１１月は月曜日２．８人、金曜日

３．２人、水曜日２．５人というような状況になり一番下が合計というふうな状況

になっております。これを考察した場合に２ヶ月の合計では金曜日の利用が最も多

く水曜日、月曜日と順となりますが、１便当たりの輸送人数は水曜日よりもむしろ

月曜日のほうが多いというような結果になっております。続きまして１枚めくって

いただきまして、曜日別の乗降場所別利用者数でございます。このグラフにつきま

しては一番最初に月曜日が一番下にきておりますので一番下のほうから説明をさせ

ていただきます。月曜日の降車場所については１０月のグラフなんですが、ＡとＣ

の地点が多く、乗る場所についてはＢ地点が一番多いような状況になっておりま

す。水曜日につきましてはＣ、ＢそれからＡとＤがほぼ同じ数で乗る場所について

はやはり同じくＢが突出しているという状況でございます。金曜日につきましては

Ａ、Ｂ、Ｄでの降車がほぼ同数ですが、乗車についてはやはりＢが突出している

と、ついでＡ、Ｄも多いというような状況でございます。３ページ目に移りますが

これが１１月の状況でございます。月曜日の降車は下からになりますが、降りると

ころはＡ、Ｂ、Ｅの順に多く、乗るところはＢが圧倒的に多いという状況でござい

ます。水曜日は降りる場所はＢ、Ａ、Ｃが多いですが、乗るところはやはりＢ、金

曜日についてもＥ、Ｂ、Ｄの降車がほぼ同じでございますが、乗車についてはＢが

多くＡ、Ｄも比較的多いような状況になっております。それから４ページ目になり

ますが、この１０月と１１月の状況を合計したものが４ページのグラフとなりま

す。月曜日の降りる場所はＡが最も多く、乗車はＢが圧倒的に多い状況でございま

す。水曜日はＢ、Ｃ、Ａが降りる場所として多く乗る場所はＢが突出しておるとい

う状況でございます。金曜日はＡ、Ｂ、Ｄでの降車が同数で多く、乗車については

やはりＢが突出しており、Ａ、Ｄも多い状況でございます。続きまして５ページ目

の運行時間別利用者数のグラフでございます。これはこのグラフにつきましては自

宅と自宅以外で１日６便ある時間の一番の状況をグラフにしたものでございます。

出発時刻と乗車場所の関係を見ますと自宅からの乗車は全体で、一番下のグラフに

なりますが、全体で９時３０分の便が最も多く、次いで８時それから１１時、１２

時３０分と時間が遅くなるにつれて減少している傾向がございます。自宅以外での

乗車につきましては１１時と１２時３０分が同数で最も多く、２時、９時３０分の
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順となっております。１７時発の便の自宅からの乗車は現状で今のところございま

せん。全体的に見まして利用者は昼過ぎに用事を済ます傾向がみてとれます。それ

から６ページ目が輸送時間でございます。市立病院を経て１周まわってくる時間の

運行時間をおよそ４０分から１時間を想定しておりましたが、実績を考慮した場合

に１．２時間から１．３時間ほどかかってるという状況になっております。曜日に

よる輸送時間の差はほとんどございませんでした。それから７ページ目です。市街

地の乗降場所別利用者数でございます。市街地の降車場所を８箇所設定いたしまし

たが、ほとんどはそれなりに利用はされているんですが、乗降が少なかったＧとい

う場所、それからＨでは全く乗降がないという状況がこの度２ヶ月の実績で出てま

いりましたので、これをどう考えていくかが今後の検討課題となっております。資

料の一番最後になりますが、８ページ居住地別利用者数でございます。居住地別の

予約者数を見てみると今まで交通不便地域であったところの利用が多く交通不便解

消の手段として機能していることがわかります。交通不便地域は線のとおり南原か

ら長谷までの区域になります。それより上、第一万倉地から引塚については現行あ

んもないと号が運行している路線に含まれておりますが、中でもこのミニバスを利

用されている地区もございます。それを示すグラフとなっております。これは今予

約運行の状況の実績に基づきました資料でございました。これから平成２１年１２

月１４日の月曜日から１９日の土曜日までにかけまして現在あんもないと号を減便

しておりますが、その乗降調査を実施する予定としております。それからミニバス

の運行地域のアンケート調査を１２月１５日火曜日から２５日の金曜日まで実施す

る予定としております。その後といたしましては翌１月２６日の火曜日に平成２１

年度第２回美祢市地域公共交通協議会を開催する予定としております。ミニバス実

況運行に伴う経過報告及び実績については以上です。 

○委員長（西岡 晃君） はい、説明が終わりました。この件に関しましてご質問や

意見がある方はいらっしゃいませんか。はい、山本委員。 

○委員（山本昌二君） 学校訪問をしておる途中でございますが、ある地域の父兄の

方から例の美祢市の車、今のあんもないとを含めてもう少し奥のほうまで来てもら

えなかろうかと、子どもたちの安全を守るためにも、というようなお話が２、３あ

ったわけです。メモっておりますのでいずれ教育委員会のほうにも報告を持って行

きますが、子どもの送迎とはまた違うと思いますが、将来的にやはりその辺も含め
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たことで議会も検討するべきであろうと思いますけど、執行部といたしましてもそ

の辺の実情を調査していただきたいというふうに思っております。質問になりませ

んでしたけど、以上で父兄の現状をお話しておきます。以上です。 

○委員長（西岡 晃君） 今のご質問というか意見ですが、今回実証運行をやってお

ります。来年度移行実証運行の予定があるかと思いますが、その辺が説明できれば

お願いします。はい、斉藤主査。 

○総合政策部地域情報課主査（斉藤正憲君） それでは先ほど平成２２年の１月２６

日に公共交通協議会を開く予定にしておりますが、そこで来年度の計画等を承認し

ていただきまして来年度という形になりますので、その前にこちらのほうで今考え

ている計画段階の状況でございますが、簡単に説明をさせていただこうと思いま

す。美祢市地域公共交通協議会の来年度の計画は第１に現在防長交通に運行委託し

ております、秋芳町を運行しているカルスト号について来年１０月から防長交通の

意向から船木鉄道の委託に移行します。併せて運賃を、距離制運賃から定額２００

円に移行いたします。現行の距離制運賃と定額料金を比較したところ補助金額はほ

ぼ同額となると見込んでおります。続きまして美東町北部地域の交通不便地域のミ

ニバスの実証運行を計画しております。これを説明する前に本年度のミニバス実証

についての計画時の問題点を簡単に説明させていただきます。今年度美祢地域の山

中、堀越ほか地区で実施しておりますミニバスを始める平成２１年この１０月以前

についてはその区域を運行していた路線バスは市が委託しているあんもないと号と

宇部中央行きの路線バスのみでございました。そのためあんもないと号の通勤・通

学時間以外を減便し、ミニバスを運行することで美祢方面へのアクセスが可能とな

り路線の競合はしていない状況でございました。ところが来年度実施予定の美東町

北部地域のミニバス運行につきましてはバス事業者が独自に運行している路線のた

め、路線の変更は事業者の意向でございますので、またミニバスを運行することに

よってバス事業者のお客を奪うようなことを避けた計画づくりを考えていかなけれ

ばいけません。このため、この地域の運行はバス事業者との同意に基づき運行計画

を検討し、また加えてこの美東病院の無料送迎バスも運行していると、バス路線を

維持する観点からも新たな交通システムを模索する必要があります。その結果今年

の実績を生かしたとしましても美東町北部地域のミニバス実証運行は困難を極める

と予想されます。しかしながらこの実績に基づいてほかの交通不便地域にミニバス
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を運行するためにも非常に参考になるものと期待をしております。最後に時刻表及

びホームページの作成についてでございます。現在美祢市内には鉄道１事業者、路

線バス６事業者が市内を運行しておりますが、統一的な時刻表がございません。公

共交通の利用促進のため交通不便地区のお住まいの免許を持たない高齢者や高校生

が使いやすいような時刻表をデザインし印刷をして全世帯に配布する予定を検討し

ております。併せましてホームページにその時刻表を掲載することで他の事業者と

の効率的な連携を備えたデザインを検討しております。以上３つを１月下旬に開催

予定の第２回美祢市地域公共交通協議会で承認されるように計画しております。以

上で説明を終わります。 

○委員長（西岡 晃君） 何かご意見は。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） ミニバス運行なんですけど、伊佐地域の交通不便地域という

ことで根越方面とかそういったところを通ってですね、かなり実質皆さん非常に、

私が聞いた声では非常に喜ばれてきたという声をですね多数お聞きしております。

これによって非常に動きやすくなったという、そういう効果が私はあったんではな

いかとそのように思っております。それで通常の路線バス、同じ堀越地域等では通

常の路線バスが通っておりまして、そしてそういったとこのある程度リンクすると

ころもありますけど、そして山中、根越のほうを通って美祢のほう病院とか行って

おりますけど、この点でミニバスに入札されてタクシー会社が運行しておりますけ

れども今回従来の路線バスの便が少し減っておりましたいね。それでその減った分

というのは、委託料というのは実際減ってるのかどうか。その分減ってるかどう

か、その辺をお聞きしたいなと思ってます。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 今のご質問でありますけど、具体的には

実績が、バスの実績というのが１０月１日から翌年の９月３０日までの実績でござ

いまして、今年の実績につきましては来年になりますので確定的なことは言えませ

んけれども、当初減便によりましてその経費が落ちるものであると見込んでおりま

したけど、現状実際やってみたところ、すべての路線につきまして、そこの路線が

完全になくなれば運転手さんもそこの路線には必要ない訳ですけれどもただ減便す

るだけでは運転手さんその路線にはまだおりますのでその辺の減額にならない、簡

単に言えば全ての路線の中でおしなべてそこの路線単価が上がるということで実際
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には減便してもそれほどの減額効果はないのではなかろうかとただガソリン代等は

当然その分動かないのでそれは当然落ちますけれどもそれほど減便の効果によって

大きな減額はないのではなかろうかと現在予想しておるところでございます。 

○委員長（西岡 晃君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 今、美東とかいろいろまだ精査していくと交通不便地域とい

うのは美祢市中結構ありまして、いろいろ要望としてはそういった地域もかなりあ

ります。今後、今回伊佐の堀越地域ミニバス運行と言うことで非常に利用される方

もそこそこあると言うことで今回のこのことの実証運行を通じてですね他の美東・

秋芳とかそういったところの現実にですねこれが従来の路線バスで便を少し減して

もですね従来の委託金は従来と変わらないということですから、その負担というの

は今後美祢市の負担になってくるし、その辺のところどのように思われてるかとい

うことをお尋ねしたい。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 今の只今のご質問でございますけれども

これにつきましては、経費的なものを取るのか、また、福祉的なもの住民の方の満

足度を取るのかというところもございますけれども総合的に判断してですね実証運

行まだ終わってません。また実際にあんもないと号のどれだけ経費が落ちるかのち

ょっとまだ出ておりませんので、その辺は総合的に判断してですね、また議会とも

協議させていただけたらと思っております。 

○委員長（西岡 晃君） はい、馬屋原委員。 

○委員（馬屋原眞一君） １０月と１１月の実績が出てますけど、１日が約５０人乗

降、それで１便当たり３人というふうな人数ですよねこれを見ると当初の目標と言

いますか設定されたときには何人を設定されておったのですか。全然なかってです

かね。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 実証運行につきましては、当初の考えで

は１日当たり何人乗れば成功、不成功とか言う設定ではなく、この全市的にミニバ

スを広げていくにはどうすればよいかと、いうそういったどういう形で利用者に満

足して頂けるか、またどういった形でコストを下げることがベターな方法か、それ

を実証すると言うことで具体的な数値は当初は設定してなかったと思っておりま
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す。 

○委員長（西岡 晃君） はい、馬屋原委員。 

○委員（馬屋原眞一君） 記憶にちょっとないんですけどもこの事業については経費

はなんぼ設定してましたかね。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 概算で約８００万でございます。 

○委員（馬屋原眞一君） 来年の３月までで８００万やろ。というと５ヶ月ですい

ね。そういうことやろ。５ヶ月間で８００万と言うこといね。そうすると月が１６

０万という計算いね。 

○委員長（西岡 晃君） はい、斉藤主査。 

○総合政策部地域情報課主査（斉藤正憲君） 現実の実証運行の費用に加えまして、

運行開始するまでの住民説明会、あるいはその辺の乗降調査、そういったものも含

めたコンサルタント料ですね。そういったものの合計でその金額になっておりま

す。それを国と市が半分ずつ負担をすると言うような形になっております。以上で

す。 

○委員（馬屋原眞一君） それじゃあ端的にいろんな実際の調査とかなんとかは、そ

ういうのは別として、実際にその中で８００万の中でですね運行に対してなんぼの

経費を見積もっておったかを知りたいんです。 

○委員長（西岡 晃君） はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 運行経費としては約１６５万を見込んで

おります。 

○委員長（西岡 晃君） ６ヶ月で。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） ６ヶ月でございます。 

○委員長（西岡 晃君） よろしいですか。はい、その他いいですか。はい、山本委

員。 

○委員（山本昌二君） すみません。絵取るようですが、この委員会が始まった昨年

ですか、たとえの例として孫たちの通学の事例上げて今、美東のほうからたくさん

の子が青嶺高校目指して自転車通学しておるわけですが、これも母親と聞けば美東

から美祢に来る直行便でもＪＲはあるけど時間と全然あわないんですね、やはり一

般のお客をゲットにしておりますのでなかなか出来ないと言うことでですね雨の中
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風の中も苦労しながら自転車通学してるわけです。その姿を見ると安全・安心な部

分から見るともう少し行政もその辺の対応をこれから今すぐ無理としてもこの数年

以内には公共会議等でご検討をお願いしたいと同じ美祢市でありますので、やはり

ですねエリアを広げて行っていただきたいというふうに思います。よろしくお願い

をいたします。ただ述べるだけです。以上です。 

○委員長（西岡 晃君） その他、よろしいですか。 

    〔「なし」呼ぶ者あり〕 

○委員長（西岡 晃君） それでは、ミニバスの実証運行に伴う件につきましては、

これにて終了いたします。また、委員の皆さんから何かございますか。その他とい

たしまして携帯電話の不感地区解消についてということも一つ議題に上がっており

ますので、その件が少しずつ動いておりますのでその取り組みについてご説明して

頂ければと思います。はい、内藤課長。 

○総合政策部地域情報課長（内藤賢治君） 今の携帯電話不感地域の解消につきまし

て当市の現在の状況、それから解消に向けた取り組み等資料お配りしておりますの

で資料に基づきまして担当竹内係長よりご説明いたします。 

○委員長（西岡 晃君） はい、竹内係長。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） それでは資料に基づきまして、携帯電

話不感地域の解消についての説明をさせて頂きたいと思います。資料のほうはナン

バーふっておりませんがＡ４の１枚とカラーで刷っております不感地域の位置図で

ございます。まず、携帯電話の不感地域の取組みにつきましては、当市からも、携

帯電話事業者に対しまして再三、不感地域解消にむけて要望している所でございま

すが、採算性などの理由によりまして、なかなか解消対応いただけないのが現状で

あります。当市の不感地域の状況でありますが、昨年と比較いたしますと河原、江

原地区につきましては、本年の１１月から主要３社のうちの１社の携帯電話事業者

が中継局を設置いたしまして、不感地域の解消となりました。また、美東の山中地

区においても業者に照会したところ通話エリアであるという旨の回答をいただきま

して、実際現地に行きまして宅内は確認できなかったんですけども社内であります

とか路上におきましては通話できるということを確認しております。しかしながら

未だ資料のとおり不感地域が多数存在しまして、世帯数では約１２９戸、約３００

人の方が未だ不感地域の中で生活をしていらっしゃいます。なお、資料に挙げてあ
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る不感地域につきましては、主要携帯電話事業者の３社のうち１社も使用ができな

い地域を挙げておりまして、１社でも通話ができる地区につきましては、不感地域

として挙げておりません。 

不感地域解消に向けた取組みですが、各地区からの要望を受けまして、携帯電話

事業者へ要望書を提出をしているほか、毎年、県を通じまして各携帯電話事業者の

整備予定でありますとか不感地域解消に関する考えを聴取いたしまして、今後の活

動のための情報収集を行っておるところです。携帯電話事業者によりまして整備に

対する考え方、方針が異なっておりまして、方針に沿った対応を図ることが重要で

あると考えております。現状、整備されていない不感地域はいずれも各携帯電話事

業者にとりましては、不採算地域であるところばかりのようでございます。特に中

継局を設置する場合の伝送路の整備は大きな負担となっているようであります。 

携帯電話事業者の自主的な不感地域の解消につきましては、今後はあまり望めな

いだろう、消極的になる傾向が伺えまして、また国の事業や市の負担等がなけれ

ば、不感地域解消はなかなか望めないだろうという状況にあると思われます。ま

た、先程申しましたとおり、現存する不感地域は不採算性の地域ばかりということ

で、国の事業につきましても、非効率な事業として今後、予算の削減等が見込まれ

ていると言う報道もありいっそう対応については、国や携帯電話事業者の動きを注

視する必要があると言えます。そういったなかで、携帯電話事業者が不感地域の解

消のための新サービス（フェムトセル）というのですが、こちらについて情報入手

したので紹介及び説明をさせていただきたいと思います。 

まず、フェムトセルとは通常、携帯電話は中継局、アンテナですね、屋外に設置

してあるアンテナから電波をキャッチいたしまして使用ができるものとなっており

ますが、この基地局に相当するアンテナを屋内に設置することにより、中継局のエ

リア外においても携帯電話が使用できるという仕組みであります。コンクリート構

造物のなかでありますとか、地下街等では以前より使用されておったようです。こ

のたび一部の携帯電話事業者より、このフェムトセルのサービスを一般家庭向けに

開始いたしました。このフェムトセルは中継局の設置、維持等が不要ですので、コ

ストが少なく不感地域解消のためが図られるものとして注目いたしたのですが、現

状では宅内に設置するアンテナ器機を光ファイバーケーブルに接続する必要がある

とのことでした。また、その接続する光ファイバーのケーブルは特定の電話事業者
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のサービスが稼動していないと提供が行えないものということのようです。すなわ

ちフェムトセルのサービスを受けるためには、その特定事業者の光ファイバーのサ

ービスが自宅に接続されてないと利用できないということで、現時点では当市にお

いては、そのサービスが提供されておりません。ですのでこのサービスは利用でき

ないと言うことが判明いたしました。 

なお、現在当市では美祢市有線テレビやケーブルテレビ事業者のケーブルが布設

またはされる予定となっておりますので、ケーブルテレビ事業者が保有する光ファ

イバーケーブルがその事業のフェムトセル事業に当たって、利用できるかというこ

とを今サービス提供事業者に確認中でありますが、現在のところは、回答がかえっ

てきておりません。参考までに、フェムトセルサービスを利用するためには、初期

費用２，１００円、月額使用料９８０円が通常の携帯電話使用料に加えて必要とな

るということでした。以上で携帯電話不感地域の解消についての説明を終わりま

す。 

○委員長（西岡 晃君） この件につきまして何か。はい、柴崎委員。 

○委員（柴崎修一郎君） 下村にあるのは中継局、基地になるんですかいね、ドコモ

のやつ。下村にあるのは。 

○委員長（西岡 晃君） はい、竹内係長。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） 下村の３１６沿いにあるドコモの中継

局と言うことですか。 

○委員（柴崎修一郎君） なら今美祢市内に中継基地がどのくらいあるかと言うこと

と、もう一つ中継基地から配信するのは何キロぐらいまで。配線で小さな鉄塔を建

てるのは、コスト的には中継基地はコストが高いけど配線して小さな鉄塔建てるの

はコストは安いんでしょう。 

○委員長（西岡 晃君） はい、竹内係長。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） 現状では市内にですね中継局が何基設

置してあるかという情報はつかんでおりません。また、設置に関してはですね、い

わゆる伝送路、中継局まで引っ張る伝送路の距離に応じましてかなり経費がかわる

ということでしたが、最近、江原地区に設置されたところはやはり２０００万規模

ぐらいの経費はかかっておるということでした。 

○委員長（西岡 晃君） はい、柴崎委員。 
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○委員（柴崎修一郎君） 北分に８軒しかない、８世帯しかないんかな。ここなんか

でも下村から配線して田んぼの中に小さな鉄塔、２ｍかな。ぐらいの建ったらそこ

でドコモのあれをやっていましたですよ、今年の春か、下村からあれを引いてです

ね８世帯ぐらいのところでもちゃんと、そういうふうな、ドコモのこんなところま

でやるんかと思ってびっくりしたけど、現実問題もうこの春から入っていますよ。

そんなやり方あるんかいね。 

○委員長（西岡 晃君） はい、竹内係長。 

○総合政策部地域情報課係長（竹内正夫君） 現状では、そちらの仕組みとか、サー

ビス内容等については把握をしておりません。 

○委員長（西岡 晃君） その他よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西岡 晃君） それでは、ないようですので、以上持ちまして交通・情報

ネットワーク化推進特別委員会を閉じたいと思います。どうもご協力ありがとうご

ざいました。 

午前１１時０２分閉会 
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